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はじめに

　戦後80年もたつのに、憲法にある労働者の基本的権利は、最も基本
的権利がないがしろにされたままです。
　日本政府は、国際的にも認められている権利を、まったく認めよう
としていません。敗戦・米軍の占領下で押し付けられた労働基本権の
否認をそのまま法律にして、その後は国際社会がなにを言おうと無視
したままです。
　第1部は、労働基本権とはなにかをまなぶための頁です。北川弁護士
の軽妙な語り口で、労働基本権の歴史や、労働基本権が奪われてきた
歴史、司法がどのようにそれを手助けしてきたのか、そして、憲法や
最新の労働法制についての話です。
　第Ⅱ部は、国の省庁ではたらく仲間たち、自治体ではたらく仲間た
ちが、団結することを制限され、当然の権利の行使である争議権は奪
われ、労使で労働条件を交渉し合意しても労働協約を結ぶことさえ認
められていない状況を、運動、闘い、工夫をつうじた労働基本権の内
実を奪いかえす努力を報告しています。ぜひ、全国の仲間を思い浮か
べながら読んでみて下さい。
　この本が、「労働基本権」の学習に、第2に、いま取り組まれている
さまざまな闘いを結びつけることに役立てていただければ幸いです。
　全国各地の労働組合からの闘い、取り組みの報告をつなげていただ
いた自治体問題研究会の先輩・仲間の皆さん、快く寄稿していただい
た国公の皆さんや政労連の皆さんのお力添えなしにはこの本はできま
せんでした、心からお礼申し上げます。

『公務労働者の労働基本権』刊行委員会
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